
無料

講座開催希望日の１か月前までに、「法務局出前講座利用申込書」に必要事

項をご記入の上、釧路地方法務局 総務課宛て持参、郵送又はＦＡＸでお申込み

ください。

〒085－8522

釧路市幸町10丁目3番地

釧路地方法務局 総務課

ＴＥＬ 0154－31－5010 ＦＡＸ 0154－31－5500

釧路地方法務局では、住民の皆様からのご依頼により、法務局の職員を派遣

し、暮らしに役立つ法律知識や情報をご説明する出前講座を行っています。

令和６年４月から、相続登記の申請が義務化されます。出前講座を利用して、

相続登記に理解を深めませんか？

釧路地方法務局の管轄区域内にある各種団体（町内会、地方公共団体、法人

など）が企画する研修会や市民講座などを対象とします。

なお、出前講座の開催人数は、おおむね１０人以上とさせていただきます。

相続の仕組み、相続登記の必要性、相続登記の方法などについて説明します。

なお、講座開催時間は１時間程度ですが、ご希望により調整することができ

ます。

会場は、申込みをされる団体等でご用意願います。開催日時は、申込書に記

載されたご希望の日時をもとに調整させていただきます。ただし、業務の都合

によりご希望に添えない場合がございますので、あらかじめ、ご了承願います。

内 容

日時・会場

お申込み・お問合せ先

対象者



（ふりがな）
団体名

団体の所在地

（ふりがな）
代表者名

代表者の
連絡先電話番号等

参加予定人員

 　月 　  日 　   時　    分～　　  時　    分

 　月 　  日 　   時　    分～　　  時　    分

　　　　　名

　電 話  　　　－　　　　－
　FAX  　　 　－　　　　－

講演会場の
名称・所在地

第二
希望

※その他（連絡事項）

講座開催の目的

希望テーマ名

希望開催日時

第一
希望



テーマ 講座の内容

登記 1 　相続登記申請の義務化について
　令和３年に法改正された不動産登記制
度の見直し(相続登記申請の義務化）につ
いて、説明します。

登記 2 　相続土地国庫帰属制度について

　相続又は遺贈（遺言によって特定の相
続人に財産の一部又は全部を譲ること）
によって土地を取得した人が、一定の要
件を満たして土地を手放すことができる
「相続土地国庫帰属制度」について、説
明します。

登記 3
　隣地との境界紛争の解決に
　　「筆界特定制度」
  をご利用いただけます！

　境界問題で相手方当事者が話し合いに
応じてくれない場合など、境界紛争を解
決する方法の一つである「筆界特定制
度」について、分かりやすく解説しま
す。

遺言書保管 　相続と遺言について

　法定相続分などの基本的な相続の決ま
りと、自筆証書遺言を中心とした、遺言
の形式及び作成方法について説明しま
す。

人権擁護 1
　それって「セクハラ」
 　　「パワハラ」じゃないの？

　｢セクハラ」、「パワハラ」に該当する
行為とは具体的にどのような行為なのか
一緒に考えてみましょう。

人権擁護 2
　ＤＶ（ドメスティック・バイオレ
ンス）とは？

　夫や交際相手からのDV（ドメスティッ
ク・バイオレンス）について、個別事例
に応じて分かりやすく具体的に解説しま
す。

人権擁護 3 　インターネット上の人権問題

　パソコンやケータイの普及によって近
年急増しているインターネットを悪用し
た「ネットいじめ」やいやがらせ・プラ
イバシーの侵害などへの対処法につい
て、分かりやすく解説します。

戸籍
　これだけは知っておきたい！
　「成年後見制度・任意後見制度」

　認知症高齢者や知的障害者などの権利
擁護を図る成年後見制度・任意後見制度
の概要について分かりやすく説明しま
す。

釧路地方法務局「出前講座テーマ」一覧

分類・№

※出前講座では、「戸籍」、「自筆証書遺言書保管制度」、「人権」、「登記」に関するテーマ
を取り扱っています。他のテーマを希望される場合は、0154-31-5010までお問い合せくださ
い。
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